
 

 

 

 

 

 

 報道機関各位 

 

年度末年度初め休日窓口の開庁について 

 
 入学や就職など社会生活の変化に伴い、住民票の異動手続きが必用な方が増

える年度末年度初めにおいて、窓口の混雑回避及び市民の利便性向上のため市

役所窓口の一部を休日開庁します。 

 

記 

 

１ 開 設 日 ３月１２日（土）～４月３日（日）の土・日曜日 全８日 

 

２ 開設時間 ９時～１２時、１３時～１７時 

 

３ 開設部署 市民課 

       ※各総合支所では、業務を実施していません。 

 

４ 取扱業務 ・住民票、印鑑登録証明書の発行 

・戸籍事項証明（※３月１２日に限り、取り扱いできません） 

       ・転入届、転出届の受け付け 

       ・印鑑登録証の作成 

       ・マイナンバーカード交付申請、交付、更新手続き 

※マイナンバーカードの手続きは事前にマイナンバーカード 

電話予約センター（☎０７９１－６４－３１２３）に電話 

予約が必要です。 

 

 

たつの市定例記者会見資料 

発表年月日 令和４年３月７日（月） 

担 当 課 市民生活部市民課 

電   話 0791-64-3147 


